
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

完

了

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

物

品

の

売

買

、

修

理

等

の

契

約

に

係

る

一

般

競

用

度

課

争

入

札

（

条

件

付

）

参

加

資

格

者

の

資

格

審

査

要

領

の

一

部

改

正

○

岡

山

県

役

務

の

提

供

の

契

約

に

係

る

入

札

参

加

〃

資

格

審

査

要

領

の

一

部

改

正
（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

保

安

林

の

指

定

治

山

課

○

保

安

林

の

指

定

の

解

除

〃

○

保

安

林

の

解

除

予

定

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

構

造

計

算

適

合

性

判

定

を

委

任

し

た

指

定

構

造

建

築

指

導

課

計

算

適

合

性

判

定

機

関

か

ら

の

変

更

の

届

出

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

〃

申

請

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

岡

山

県

公

報

平成２８年１月１２日 第１１７５１号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
号

物
品
の
売
買
、
修
理
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
者
の
資
格
審
査
要
領

（
平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
三
条
第
二
号
中
「
都
道
府
県
税
」
を
「
岡
山
県
税
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
以
下
」
を
「
次
号
に
お
い
て
」
に

「
。
た
だ
し
、
岡
山
県
に
納
税
の

、

義
務
が
な
い
者
に
あ
っ
て
は
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
発
行
し
た
都
道

府
県
税
の
納
税
証
明
書
」
を
「

県
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る

」
に
改
め
る
。

（

。
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年１月１２日　岡山県公報　第１１７５１号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
号

岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
（
平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
三
百

三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
四
条
第
二
号
中
「
都
道
府
県
税
」
を
「
岡
山
県
税
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「

以
下
」
を
「

次
条
及
び
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
項
第
二

（

（

号
中
「
以
下
」
を
「
次
号
に
お
い
て
」
に

「
。
た
だ
し
、
岡
山
県
に
納
税
の
義
務
が
な
い
者
に
あ
っ

、

て
は
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
発
行
し
た
都
道
府
県
税
の
納
税
証
明

書
」
を
「

県
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る

」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
二
事
業
年
度
」
を

（

。
）

「
事
業
年
度
」
に

「
決
算
」
を
「
決
算
（
次
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
直
前
決
算
」
と
い

、

う

」
に
改
め
る
。

。
）

第
六
条
第
一
号
中
「
二
事
業
年
度
」
を
「
事
業
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
申
請
時
の
直
前

の
事
業
年
度
の
決
算
（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う

」
を
削
る
。

。
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年１月１２日　岡山県公報　第１１７５１号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
の
所
在
場
所

総
社
市
小
寺
字
西
ノ
奥
一
五
五
二
の
一
九

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
総
社
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

平成２８年１月１２日　岡山県公報　第１１７５１号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

玉
野
市
和
田
四
丁
目
八
二
〇
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

平成２８年１月１２日　岡山県公報　第１１７５１号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

倉
敷
市
児
島
稗
田
町
字
熊
ノ
道
東
二
六
六
二
の
一
八
か
ら
二
六
六
二
の
二
一
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

平成２８年１月１２日　岡山県公報　第１１７５１号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

長
屋
賀
陽
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
～

新
見
市
土
橋
字
槙
ケ
峠
一
四
九
〇
番
二
地
先
か

ら

新

六
〇
・
〇

一
六
・
〇

新
見
市
土
橋
字
狩
山
一
四
三
六
番
三
地
先
ま
で

八
・
〇
～

新
見
市
土
橋
字
槙
ケ
峠
一
四
九
〇
番
二
地
先
か

ら

旧

六
〇
・
〇

一
七
・
〇

新
見
市
土
橋
字
狩
山
一
四
三
六
番
三
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

安
井
津
山
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

平成２８年１月１２日　岡山県公報　第１１７５１号



八
・
五
～

久
米
郡
美
咲
町
宮
山
字
赤
塚
一
一
一
番
五
地
先

か
ら

新

一
二
一
七
・
〇

四
二
・
〇

津
山
市
中
原
字
瓶
割
二
二
二
〇
番
三
地
先
ま
で

四
・
五
～

久
米
郡
美
咲
町
宮
山
字
赤
塚
一
一
一
番
五
地
先

か
ら

旧

一
二
一
七
・
〇

二
六
・
〇

津
山
市
中
原
字
瓶
割
二
二
二
〇
番
三
地
先
ま
で

平成２８年１月１２日　岡山県公報　第１１７５１号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

長
屋
賀
陽
線

新
見
市
土
橋
字
槙
ケ
峠
一
四
九
〇
番
二
地
先
か
ら

平
成
二
十
八

新
見
市
土
橋
字
狩
山
一
四
三
六
番
三
地
先
ま
で

年
一
月
十
二

日

平成２８年１月１２日　岡山県公報　第１１７５１号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更

の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称

株
式
会
社
グ
ッ
ド
・
ア
イ
ズ
建
築
検
査
機
構

二

変
更
の
内
容

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更

構
造
判
定
室
横
浜
事
務
所

新
：
神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
尾
上
町
四
丁
目
五
七
番
地

旧
：
神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
尾
上
町
四
番
五
七
号

三

変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

平成２８年１月１２日　岡山県公報　第１１７５１号



〔
九
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ま
ち
づ
く
り
夢
百
笑

三

代
表
者
の
氏
名

歳
森

正
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

赤
磐
市
仁
堀
中
一
六
八
四

一

－

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
仁
美
地
区
を
中
心
と
し
た
吉
井
地
域
の
高
齢
買
い
物
困
窮
者
の
買
い
物
機
能
を
確

保
・
維
持
し
、
高
齢
者
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
、
及
び
、
農
家
所
得
の
向
上
と
地
域
農
業
の
活
性
化

を
促
進
し
、
地
域
住
民
へ
新
鮮
で
安
心
・
安
全
な
農
産
物
と
加
工
品
の
安
定
供
給
を
行
い
、
地
域
の

農
業
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

平成２８年１月１２日　岡山県公報　第１１７５１号



〔

〕

（

）

、

一
〇

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

平
成
十
年
法
律
第
七
号

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
す
み
れ
会

三

代
表
者
の
氏
名

大
下

俊
則

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
笠
岡
二
六
二
七
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
保
健
福
祉
の
普
及
啓
発
に
よ
る
理
解
の
促
進
、
授
産
事
業
に
よ
る
精
神
障
害

者
の
社
会
復
帰
の
推
進
を
図
り
、
精
神
障
害
者
の
保
健
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
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〔
一
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

津
山
市
大
田
字
東
奥
田
四
五
二

六
、
四
五
二

七
、
四
五
二

九
、
四
五
二

一
〇
、
下
横
野

－
－

－
－

字
西
尾
二
二
六
九

六
、
字
六
ツ
塚
二
二
七
〇

五
、
二
二
七
〇

六

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

津
山
市
志
戸
部
六
六
二

一
四

－

医
療
法
人
小
畑
内
科
医
院

理
事
長

小
畑

尚
宏

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
三
二
号
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〔
一
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

津
山
市
大
田
字
東
奥
田
四
五
二

六
、
四
五
二

七
、
四
五
二

九
、
四
五
二

一
〇
、
下
横
野

－
－

－
－

字
西
尾
二
二
六
九

六
、
字
六
ツ
塚
二
二
七
〇

五
、
二
二
七
〇

六

－
－

－

二

公
共
施
設
の
種
類

防
火
水
槽

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

津
山
市
志
戸
部
六
六
二

一
四

－

医
療
法
人
小
畑
内
科
医
院

理
事
長

小
畑

尚
宏

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
三
二
号
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